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３．下水道公社の収支の推移
�１ 収入の部について

２-１の流域下水道運転管理受託収入の内訳は、つぎのとおりである。
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�２ 支出の部について

上記の表から明らかなように、総支出額のなかで、１の事業費の占める割合は97.8％と相当高く、そのなかでも、①

桂川右岸流域を担当する洛西浄化センター、②木津川流域を担当する洛南浄化センターの占める割合が高い。管理費は、

年間１億円程度の支出であるが、全体のなかで占める割合は2.2％と低いことがわかる。

上記表のうち、平成14年度（Ｈ14／4～Ｈ15／3）における１の事業費に関する詳細はつぎのとおりである。
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上の表から明らかなように、下水道公社における主要な支出項目は、つぎの５つであることがわかる。
① 委託料 45.78％ ※
② 修繕料 18.93％
③ 電力量 16.14％
④ 人件費 6.52％（＝3.54％＋2.34％＋0.64％）
⑤ 汚泥処理費 5.89％（＝1.14％＋4.75％） ※

※汚泥処理コストの一部は、委託料等にも含まれている。
したがって、下水道公社におけるコスト削減を実施し、より効率的・効果的な経営をなしうるか否かは、上記５項目
について、いかにコスト削減できるかに左右されることになる。なお、コスト削減に伴い、放流水の質的レベルが低下
するものであってはならないことは、いうまでもない。そこで、後述するが、上記５項目に焦点を絞り検討を加えるこ
ととする。
�３ 貸借対照表と財産目録について
下水道公社は、貸借対照表を作成している。下水道公社においては、固定的な資産を有さず、運転管理業務をその主
たる業務としているため、「資産の部」には特段の問題はない。それにもかかわらず、複式簿記の手法に準じて、貸借
対照表なるものを作成していること自体は、評価されるべき点である。数期間の比較を行う意味は低いため、直前期の
平成15年３月31日現在の財政状態を以下に示しておくことにしたい。
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下水道公社の会計が、いわゆる企業会計と大きく異なる点は、「正味財産」や「退職給与引当金」に見合う引当預金

が、金融機関に預金され確保されている点である。

民間企業においては、このような資金の運用方法は必ずしも効率的なものと評価されない。だから、このような観点

からは、下水道公社においては、所有する金融資産（預金）の効率的な運用がなされていない、と考えられるのである

が、公的な性格を有する下水道公社としては、効率的な運用よりも、再投資によるテイク・リスクを避けているものと

みることができ、一定の評価ができる。

また、後述するが、リスクを伴う資金運用は、下水道公社寄付行為第８条、および会計規定第20条において規制され

ており、下水道公社の非効率的ともみえる正味財産等の保管方法は、規定に準拠したものといえる。だから、下水道公

社において、より効率的な資金運用を行うとすれば、まず、規定（「寄付行為」）自体を改める必要があることに留意さ

れたい。

さらに、下水道公社においては、各資産・負債について、「財産目録」を作成している。貸借対照表の各勘定科目の

相手先明細のようなものである。つぎに示すものがそれである。

�４ 正味財産について

下水道公社においては、京都府との委託契約第９条に基づき、「委託料に余剰が生じた場合」、その余剰金を京都府に

返還することにされているので、企業会計上「当期利益」に相当する「当期収支差額」は「０」となり、正味財産は増

減しない。



55

京 都 府 公 報 号外 第36号 平成16年４月30日 金曜日

これを企業会計的にいえば、いわゆる子会社に相当する「下水道公社」において、企業利益が留保・蓄積されるシス

テムは採用されていないのである。後述のように、下水道公社におけるコスト削減等に対する一層のモチベーションを

高めるためには、このようなシステムには問題があると監査人は考える。しかし、現状の制度下において、下水道公社

がいわゆる利益を留保・蓄積することは、京都府との契約違反になるので留意されたい。

以上、下水道公社の概要である。

Ⅲ．下水道公社の現状と問題点

１．下水道をめぐる法律と京都府下水道公社

�１ 下水道法への準拠性についての検討

わが国においては、明治23年に水道条例が制定され、明治33年に下水道法が制定されたのであるが、下水道の整備は

進まなかったようである。戦後、昭和33年、下水道法の抜本的改革が行われ、下水道の目的は、「都市環境の改善を図

り、もって都市の健全な発達と公衆衛生の向上に寄与する」こととされ、合流式下水道の整備が重点となった。その後、

昭和45年の下水道法の改正では、「公共用水域の保全に資する」という文言が加えられ、河川の汚濁に対する対策が盛

り込まれることになった。同年には、水質汚濁防止法が制定された。

平成に入り、環境問題がクローズアップされるようになると、平成５年に環境基本法が制定され、さらに翌平成６年

には、安全かつ良質な水道水の供給を確保することを目的として、水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律及

び特定水道利水障害防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法が制定され、水道水源の水質保全にお

ける中核的施設として、下水道が位置づけられるようになった。

また、平成８年の下水道法の改正では、管理に支障のない範囲で下水道管渠内に光ファイバー等を施設させることを

可能とし、また、発生汚泥等について、脱水、焼却、再生利用等によりその減量化に努めることなどが盛り込まれた。

さらに、平成11年には、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律により、地方分権を推進すると

いう観点から、権限移譲等の一部改正が行われた。

以上が下水道をめぐる主な法制度の変遷である。

京都府流域下水道は、京都府流域下水道条例（昭和54年７月、京都府条例第23号）により、下水道法第25条の２第１

項の規定に基づき設置されている。設置の目的は、都市の健全な発達および生活環境の改善に寄与し、あわせて、公共

用水域の水質の保全に資することにある（条例第１条）。

そして、桂川右岸、木津川、宮津湾、桂川中流、木津川上流の５流域を対象とし（条例第２条）、下水道公社に対し

その施設の運転管理を委託することとされた（条例第３条）。

監査の結果、京都府下水道公社は、上述のような、下水道法と条例の趣旨にしたがって、下水道の管理運営に関する

業務を担っているものと認められた。

�２ 京都府下水道公社における規範「寄付行為」とその準拠性についての検討

京都府下水道公社は、上述の下水道法に準拠しながら、独自の行動規範を明文化している。一般的には馴染みのない

用語法ではあるが、その規範は、「寄付行為」とよばれる。

この「寄付行為」は、つぎのような構成になっている。それぞれの規定と実際の運用が一致しているかどうかについ

て検討した。その結果は、つぎのとおりである。
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�３ 各規程とその準拠性についての検討

京都府下水道公社は、上述の規範（「寄付行為」）以外に、各種規程を設けている。そこで、各種規程への準拠性を確

認した。監査の結果はつぎのとおりである。
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また、会計規程についてはより詳細に検討した。監査の結果は、つぎのとおりである。
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下水道公社の会計規定は、その第１章総則第２条において、「公社の経理事務に関しては、法令及び寄付行為、その

他この規定に定めるもののほか、公益法人会計基準に準拠するものとする」として、公益法人会計基準への準拠を指示

している。そこで、監査人は、公益法人会計基準への準拠性違反の有無についても検討をおこなった。その結果、指摘

すべき準拠性違反はなかった。
�４ 下水処理状況とその準拠性についての検討



59

京 都 府 公 報 号外 第36号 平成16年４月30日 金曜日

監査人は、各センターの下水処理状況について、排水基準を遵守しているかどうかについて、検証をおこなった。浄
化センターにおいて、実際の検査機器の表示の確認をおこない、また、各種報告書をレビューした。その結果、排水の
水質は、法律等により定められた所定の基準よりも相当低い数値に抑えられていることを確認した。
いずれの浄化センターにおいても、有害物質とされるつぎの物質の排出はなされていない。カドミニウム、シアン、
有機燐、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、ＰＣＢ、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジク
ロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエタン、シス-1,2-ジクロロエタン、1,1,1-トリクロロ
エタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンセン、セレン、
およびフッ素である。
ほう素、ダイオキシン類、アンモニア性窒素・亜硝酸性窒素・硝酸性窒素については、微量の検出がなされているが、
とくにダイオキシン類は基準値の 8／1000 程度である。
有害物質以外のもの（ｎ-ヘキサン抽出物質、フェノール類、銅、亜鉛、溶解性鉄、溶解性マンガン、全クロム、全
窒素、全燐、ニッケル）についても、排水下水に混じっての排出がなされていないか、あるいは基準値よりも相当低い
微量の検出がなされている程度である。
総量規制がなされているＣＯＤ汚濁負荷量は、基準値の10％（南丹浄化センター）～32％（洛南浄化センター）程度
の検出となっている。また、技術上の基準項目とされるｐＨ、ＢＯＤ、浮遊物質量、大腸菌群数については、基準値よ
りも相当低い微量の検出がなされている程度であることを確認した。
２．収入についての検討
下水道公社の事業収入のうち、その主たるものは、京都府からの「受託事業収入」である。
下水道公社の平成14年度の収支計算書には、つぎのとおり記述されている。

※上記差異額については、後述する。
京都府と下水道公社とは、毎年、「委託契約書」に基づく委託契約をおこなっている。平成14年度の委託契約につき、

検証をおこなった。契約日は、平成14年４月１日である。委託契約書に記載された契約事項は、つぎのとおりである。

監査人は、下水道公社が、「委託契約書」および同契約書に添付されている「業務処理要領」に準拠して受託業務を
適正におこなっているかどうかについて検討した。監査の結果、とくに指摘する事項はなかった。
なお、平成15年３月14日付けの「変更委託契約書」に基づき、委託料の減額措置がなされている。減額された金額は、
303,985,500円である。減額の理由については、下水道公社におけるコスト削減効果に起因するものである、との説明
を受けている。
委託契約書および変更委託契約書と、収支計算書記載額とは、つぎのような関係にある。
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上記表のうち、303,985円の減額の主たる対象はつぎのとおりである。

さらに、「補正予算に基づく通知文書による減額」額92,606千円については、平成15年５月19日付の５下第235号文書

に基づき、平成15年５月31日に収納書により、京都府に返金されていることを確認した。当該行為は、契約書第９条の

規定によるものであり、準拠性違反等はなく、精算は適切になされているものと認められる。なお、主たる減額要因は

つぎのとおりである。

ところで、下水道公社の立場からすれば「収入」――京都府の立場からすれば「支出」――となる上記の金額は、下

水道公社における「支出」の額をもとに算出される仕組みとなっている。

それゆえに、期末時点において、下水道公社に「利益」が留保されることはない。したがって、監査の要点は、下水

道公社へ
�

の
�

支出についてよりもむしろ、下水道公社に
�

お
�

け
�

る
�

支出それ自体を吟味検討することが必要不可欠となる。

そこで以下、下水道公社における「支出」についての検証をおこなった。

３．支出についての検討

既に指摘したように、下水道公社における主要な支出項目は、つぎの５つである。


